
「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」の実現に
向けた海洋プラスチックごみ対策の強化について

【担当省庁】環境省

海洋プラスチックごみ対策アクションプランに基づく施策を国主導
で早期に展開し、Ｇ２０大阪サミットで合意された「2050 年までに
海洋プラスチックごみによる新たな汚染ゼロ」を実現するため、海洋
プラスチックごみの実態を早期に把握し、以下の取組を進められたい。

○プラスチックごみの新たな海洋流出を抑制するため、「プラスチ
ック・スマートフォーラム」に事業者、地方公共団体、関係団体等
による削減の取組を推進する機能を持たせるなど、取組体制の充実

○プラスチックごみの再流出を防ぐためにも、海洋ごみの回収等に
取り組む海岸漂着物等地域対策推進事業に必要な予算の確保とと
もに、国の全額負担による実施

○海洋ごみの処分コスト削減のため、塩分により焼却処分が難しい
海洋ごみ等のリサイクルが促進されるよう、塩分処理の技術開発
等に係る事業者や地方公共団体の取組への支援

【現状・課題等】
■各主体の連携協働の支援充実
様々な関係者が連携協働するため設置された「プラスチック・スマートフォーラ
ム」は、ベストプラクティス（好事例）の情報発信等に留まっている。フォーラム
に参加していない事業者・団体がこうした好事例に取り組めるよう、地方公共団体
への補助制度などの施策と連携して、幅広い参加者の参画と当該参加者による実効
ある取組に広げることが必要

■海岸漂着物地域対策推進事業
（１）補助率（過疎は、過疎地における補助率）
年度 Ｈ 21 ～ 26 Ｈ 27 Ｈ 28
補助率 10/10 8/10（過疎 9/10） 7/10（過疎 8/10）

（２）採択率（府内市町村含む） ※（ ）は採択額／申請額
年度 Ｈ 29 Ｈ 30 Ｈ 31

採択率 88.2 ％ 70.3 ％ 59.2 ％
（16,899 ／ 19,185 千円） （24,821 ／ 35,327 千円） （29,356 ／ 49,558 千円）

■海岸漂着物の処理上の課題、リサイクル技術開発の必要性
・塩分を多く含んだ海岸漂着物は、焼却時に塩分等の付着により焼却炉の腐食が進む
ため、通常、焼却処分はされず、埋立処分されている（埋立処分場の逼迫の原因）

・市町村も処理できず、民間委託されるために、処理コストがかかりすぎている。
・塩分等が含まれている海岸漂着物は、リサイクルできず、処理技術の開発が急務
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の担当課

【国の事業等】
■概算要求 ［環境省］
▶ 海洋プラスチックごみ総合対策費 3.7 億円（令和元年度予算 0.6 億円）
・海洋プラスチックごみ国際対策事業（Ｇ 20 等取組）
・海洋プラスチックごみ実態把握事業（対策の基盤となる排出実態等の把握※）
※対策の基盤となる海洋プラスチックごみの科学的知見（排出実態・分析・モニ
タリング等）が確立しておらず、効果的な海洋プラスチックごみの削減対策が図
られていない。
→国において早期に実態を把握し、幅広い主体が当事者意識を持って、新たな汚
染を生み出さない世界の実現を目指した施策に取り組める体制の構築が必要

▶ 海岸漂着物等地域対策推進事業 41 億円
（令和元年度予算４億円＋平成 30 年度補正 30 億円）

■海洋プラスチックごみ対策アクションプラン
（令和元年５月31日海洋プラスチックごみ対策の推進に関する関係閣僚会議において策定）
「新たな汚染を生み出さない世界の実現」を目指した具体的な取組みを取りまとめ
・海域や海岸地域だけでなく内陸部も含めたすべての地域における共通の課題とし
て、国民、事業者、民間団体、国、地方公共団体等のすべての者が当事者意識を
持って、それぞれの立場から積極的に取り組むことが必要

・平成 31 年 1 月に立ち上げた「プラスチック・スマートフォーラム」を通じ、海洋
プラスチックごみ問題に取り組む企業・団体間の対話・交流を促進するとともに、
日本財団などの海洋ごみ問題に取り組む団体と連携し、海洋ごみ対策の優良事例
を表彰する「海ごみゼロアワード」の実施、海洋ごみ対策に関する国内の活動や
取組等を国内外に発信する「海ごみゼロ国際シンポジウム」の開催等の情報発
信・普及 啓発を行う。

【京都府の取組】
■海岸漂着物地域対策推進事業費（令和元年度予算 44.5 百万円）
・海岸漂着物の回収・処分に要する経費
・海岸漂着流木等の有効活用と適正処理モデルの構築に向けた調査に係る経費


